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老人介護の老人保健ぺの統合

一老人福祉の専門性 から保健医療 の地域性へ一

星 野 信 也
は じめに

社会福祉行政 は,1980年 代 か ら1990年 代初頭 にかけて形式 的にはい くつかの

大 きな改革 を経験 した。それ は,第1に,1986年 に行 われた社会福祉5法 関係

措置事務 の機 関委任事務か ら団体事務へ の転換 であ り,第2に,1990年 の福祉

8法 改正 による同 じ社会福祉措置事務の市町村へ の一元化 である。それによっ

て,社 会福祉措置事務 は,コ ミュニテ ィ ・ケ ァと施設 ケ ァを併せて地方分権化

され,市 町村 の団体事務 として一元化 された。第3に は,福 祉8法 改正 におい

て在宅福祉サ ー ビスが法定化 され,こ れ まで民間社 会福祉事業 とは峻別 されて

きた私営民 間サ ービスの大部分が,事 実上,社 会福祉事業化 され た。

筆者 は,こ れまで これ らの改革 について何 度か論評 を加 えて きた。そ こで指

摘 して きたのは,1980年 代 の改革が決 して 目標通 りの ものではな く,む しろ 「地

方分権化 を掲 げた中央集権」 と 「民間活用 を掲 げた規制強化」 の性格 を持つ点

であ った。本稿で は,新 たに老 人保健法 の成立 と改正 を視 野 に加 え,こ れ まで

の論評 を総括 しつつ,一 定の建設 的な提言 を行いたい。

ここでの視点 は,第1に,社 会保障 と社会福祉 の整合性 の回復,第2に,

社会福祉 の専門性対地域性 における地域性 の選択,第3に,供 給者援助か ら需

要者援助へ の転換,で あ る。

第1の 整合性 の視点 は,老 人福祉法 したが って税財源 による医療 費無料化 か

ら老人保健法 による医療保 険 を通 じた世代 間の分担への転換 が新 たに生 み出 し

た,社 会保障 と社 会福祉 の グレーゾーンの拡大 を問 うものであ り,第2の 地域

性 の選択 は,社 会福祉行政の市 町村へ の団体事務化,一 元化 の背後 にあ ったは

ず の基本的選択 を問い直す ものであ る。 そ して第3は,い わゆ る民間活用 をむ

しろ肯定的,積 極的 に捉 え直そ うとす る もので,社 会福祉 の求める社 会権保障

が,サ ー ビス利用者の 自由権 すなわち自由な選択 を高め るべ きものであ るとす
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る考 えに立脚 して い る。

1.改 革の経緯

(1)改 革の背景:行 政改革

1980年 代か らの一連の社会福祉 行政改革 を検討す る場合,そ れが第2次 臨時

行政調査 会第3部 会の 「国 と地方 の機能分担等 のあ り方 について」 の答 申に端

を発 してい ることを確認 しなければな らない。そ こで は次 の ように提言 されて

いた。

①住民 に身近 な行政 はで きる限 り地域住民 に身近 な地方公共団体 において処理

され るよう,事 務 の再編成 を行 うことである。 この ことが,地 方の 自主性,自

律性 を高 める上 で重要であ る。

②市町村 の行政機 能の強化 に重点が置かれるべ きであ る。それ は,市 町村 の行

政 において,最 も地域住民の意思が反映 され,そ れによって,地 方 自治が もっ

とも実現 されやす いか らで ある。

③ 国の地方公共団体 に対す る規制や関与 をで きる限 り緩和す るこ とである。地

方公共団体が処理す る事務 につ いて,地 方公共団体の 自主 的処理が可能 となる

よう,種 々の国の規制 や関与 をで きる限 り緩和 す る必要がある。

④ 「選択 と負担」の システムを地方行政の場 に明確 に位置づけ ることであ る。

今後 は,地 方の個性 や独 自性 に基づ く行政サ ービスにつ いては,基 本的に地域

住民 の選択 と負担 において行 われるこ ととすべ きであ る。 また,そ の前提 とし

て,現 在確 保 されて る財源 について,地 方公共団体 間の均 てん化 を一層強化す

る必要が ある。

こ うした考 え方 に立 って,第2臨 調 は,「 国 と地方公共 団体 の機能分担 の在

り方」 において次 の ように勧告 して いた。

①地域性

地域住民の 日常生活 に直接関係 す る行政 など主 として地域 的な利害 や実情 を

踏 まえて意思決定す ることが適当 な事務 は,地 方公 共団体の事 務 とすべ きであ

る。
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②効率性

国民 の側 にとって も行政の側 に とって も良質な行政サ ー ビス を最 も効率的 に

供給 しうる行政主体 において,当 該事務 を処理す るこ ととすべ きであ る。

③総合性

相互 に密接 に関連す る地域性 の高い行政事務 につ いては,地 方行政の総合性

を確保す る観点か ら,極 力,地 方公共団体 において処理す ることとすべ きで あ

る。

別 に,第2臨 調 は 「機 関委任事務 の整理合理化」 お よび 「国の関与及び必置

規制の整理合理化」の項 を設 け,次 の ように提言 していた。

「現在の機 関委任事務 につ いて も,次 の ような観点 か ら見直 しを行 うべ きで

ある。

① 地方公共団体 の事務 として既 に同化,定 着 してお り,地 方公共団体 の自主 的

な判断のみ によって処理す るこ ととして も支障が生 じることが ない と認め られ

る事務 は,地 方公共 団体の事務 とす る。

②都道府県 か ら市 町村へ の委譲 を適当 とす る ものについて は,積 極 的にこれ を

推進す る。既 に一部 の都道府県の 自主的判断 によ り実施 されている事務委譲 に

ついては,的 確 な実施 を前提 として,そ の定着,拡 大 を図る。

③ 全国的統 一性,公 平性 の確保 を理 由 とす る(国 の)関 与 について も,事 後 的

な関与で 目的が達せ られ るものにつ いては,極 力,事 前 の関与か ら事後的 な関

与 に改める。

④(必 置規制 は)類 似 の機関,職 等 によ り代替 しうるものは統廃合す る。必置

義務 を課す る場合 に も,そ の構成,運 用等 について は,地 方公共 団体の 自主性

を反映 しうるよう配慮 する。」

さらに,「 第3.地 方財政 制度の在 り方」 において も,次 の ように勧告 して

いた。

①補助金等 の対 象事業 のうち,地 方公共 団体の 自主性,自 律性 にゆだねて もよ

い ものは,原則 と して地方公共団体 の一般財源措 置への移行 を図 る必要があ る。

その場合の地方財源の問題 につ いては,地 方財源全体 の過不足 を図る土俵 とな

る地方財政計画の上で,総 体 的 に検討すべ きであ る。
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②手数料,使 用料等 の公共料金 は,受 益 と負担の直結が容易 であ り,住 民 に対

す る負担の公平 を期 す るため にも,そ の見直 しを図るべ きである。

③地方財政に対す る住民 の監視 を強化す るため には,住 民の理解 しやすい形で

の財政 内容の公 開を行 うべ きである。そのためには,費 目別の財源内容の公表

等,地 方 自治法 に定め る現行の公 開制度 をさらに強化すべ きである。

ここで勧告 されていた ことを端 的に要約す れば,第1に,既 に地方公共団体

の事務 として同化 ・定着 した事務 の地方公共 団体へ の団体事務化,第2に,住

民 に身近 な行政 の市町村へ の一元化,総 合化,第3に,個 別縦割補助金の地方

公共団体 の一般財源への移行,で ある。

(2)改 革の経緯:団 体事務化

こうした行政改革 の課題 に対 して,厚 生省は,臨 調 答 申の前後 を通 じて,徹

底的 に改革 を回避 しようとした。だが,第2臨 調 の勧 告実施 に向けて行政改革

審議 会が設 け られ,改 革の着実 な実施 を求めたか ら,厚 生省が次 にとった手段

は,改 革の地方分権志 向を骨抜 きに し,む しろ逆 に実質的 には中央集権化 を図

ることであ った。

1983年 のいわゆる第1次 整理法,す なわち社 会福祉行政 を含 まない 「行政事

務 の簡素合理化及 び整理 に関す る法律」 において は,① それ まで 「省令の定め

る ところに よ り」 となってい た規定 を,「 条例 の定め」 に置 き換 え,② 国の省

庁 に再審査請求で きるとなっていた規定 を削除 し,相 当程度地方分権的な改正

が成立 した。

ところが,社 会福祉 関連行政 の団体事務化 を行 った1986年 の第2次 整理法,

「地方公共団体 の執行機 関が国の機関 として行 う事務 の整理及び合理化 に関す

る法律」 においては,団 体事務化 した社 会福祉サ ービスについて,① ほ とん ど

すべ てに 「政令の定 める基準 に従い」や 「厚生省令の定め」とい う制約 を加 え,

かつ,② 再審査請求の規定 を存置 した。

そればか りか,団 体事務化 に便乗 して,そ れ まで地方公共団体の固有事務 で

あ った在宅サ ー ビスの うち通所 に よるサ ービス,デ ィサ ービスを団体事務化 し,

そ こで も 「政令 の定め る基準」 「厚生省令の定め」 を設定 した。それによって,

従来 は単 に通達,通 知 による 「要綱」等 によっていた ものが,政 令,省 令 に根
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拠 をおいた 「ガイ ドライ ン」 に置 き換 え られ,そ の置換 された分,国,都 道府

県,市 町村 の縦割 りはい っそ う細 目化,細 分化 された。

機 関委任事務 の団体事務化 は,理 論的 には,国 の事務か ら地方公共団体 の事

務への画期 的転換であ り,本 来 は社会福祉行政 に多大 の変化 を もた らす はずで

あった。 しか し,社 会福祉行政の実態 はお よそ何の変化 もなか った ように続 け

られている。それは,第1に,厚 生省 には本 当に行政改革 を行 お うとす意欲が

もともと欠落 していたか らで あ り,第2に,市 町村 自治体の側 に も積極 的に自

治行政 を展 開する よ り国の行政指導 に安住 しようとす る保守性が根強か ったか

らに外 な らない。

(3)改 革 の経緯H:補 助率の削減

1986年 「国の補助金等 の臨時特例等 に関す る法律」 という3年 間の時限立法

によって,国 の財政の窮迫 に較べ て地方財源 の方が相対的 に余裕があ るとい う

考 え方か ら,社 会福祉 関連 国庫負担金 の補助率 は,従 来 の8/10か らお しなべ

て5/10に 引 き下 げ られた。

それ と時 を同 じくして上述 の機 関委任事務 の団体事務化が行 われることにな

るが,3年 間の時 限立法の期 限切 れ に当た って,1989年 「国の補助金等の整理

及び合理化並 びに臨時特例 に関す る法律」が制定 され,従 前通 り機 関委任 事務

に据 え置か れた生活保護 につ いて補助 率 を7.5/10に 引 き戻 した外 は,団 体事

務化 された個別福祉サ ー ビスの補助率はすべ て5/10の まま固定化 された。

団体事務 について5/10の 補助率 とい うこ とであ ったか ら,固 有事務 か ら逆

に団体事務化 され た通所 に よるデ ィサ ービス等の在宅サ ー ビスにつ いて も,従

来の要綱や予算措置 による1/3国 庫補助 か ら5/10国 庫補助 に統一 された。

(4)改 革 の経緯 皿:市 町村一元化 と老人保健福祉計画

1990年 「老人福祉法等8法 の改正に関す る法律」 は,そ れ まで町村部 につ い

て都道府県福祉事務所 に留保 されて きた24時 間ケア施設へ の入所措置事務 を市

町村 に委譲 し,そ れに よって コ ミュニテ ィ ・ケ ァと施設ケ ァの措 置権 限 を市 町

村 に一元化 した。

しか し,こ こで も,最 後 まで市町村の固有事務 として残 されて きたホームヘ

ルプな どの在宅訪問サ ー ビス を団体事務化す る とい う中央集権 策が とられた。
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だが,さ すが に必置規制 をさらに強化す ることははばか られたか ら,町 村 は老

人福祉担 当社 会福祉主事 を任意設置で きると した。 この点 は,も ともと1951年

の社会福祉事業法制定当時,福 祉事務所 を都道府 県,市 に必置 とす る代 わ りに,

む しろ社会福祉主事 を市町村 に必置 しよう したこ とを想起 させ る ものである。

機 関委任事務 の団体事務化 の半面で,国 は,国,都 道府 県,市 町村 の3層 の

指揮監督関係 の維持強化 に腐心 したが,そ れは次の2点 でほぼ達成 された。 そ

れ は,① 連絡調整 と専 門的,技 術的助言 を名 目とした都道府県 ない し都道府県

福祉事務所の市町村へ の関与の温存 と,② 都道府 県,市 町村 に対 す る老人保健

福祉計画の義務化であ る。

老人福祉 法等8法 の改正 による市町村…元化 によって,本 来 な ら,国 や都道

府県の市町村へ の関与 は大 きく後退す るはずであ った。 コ ミュニテ ィ ・ケ ァと

施設 ケ ァを併せ て考 えれば,都 道府県福祉事務所 は,老 人福祉,身 体障害者福

祉 を除 く福祉4法,市 町村福祉事務所 は引 き続 き福祉6法,町 村 は老人福祉 と

身体障害者福祉 の2法 担当,と なるはず である。 ところが広域調整 と専門的,

技術的助 言の名 目で,福 祉6法 すべて につ いて,国,都 道府県の関与がかえっ

て強化 された といって よい,そ れは,市 町村一元化 とい うよ り,む しろ,国,

都道府県,市 町村へ の三元化 と表現 すべ きであ る。

その関与 をいっそ う強化 す る手段 となる ものが,都 道府県,市 町村 に対す る

老人保健福祉計画の義務化 である。平成3年 版厚生 白書 は市町村保健福祉計画

について次 の ように述べ る。

「市 町村老人保健福祉計画 は,住 民 に最 も身近 な市町村が高齢者の需要 をき

め細か く把握 し,こ れに基づ いてサー ビスの事業量 の 目標 を定 める ものであ る

こ とか ら,新 規の調査や既存のデ ータに基 づ き,要 介護老人数の将来推計や各

種サー ビスに対 する需要 の把握 を行 う必要 がある。 これに基づ いて,ホ ームヘ

ルパー を何 人確保す るか,あ るいは特別養護老 人ホームの入所定員 を何人分確

保するか とい った事業量 の 目標 を定 めることとなる。」

同 じく厚 生省が示 している市 町村老人保健福祉計画 の骨子 に よれば,① 老人

の現状 を把握 し,② 老人保健福祉サ ー ビスの実施の現況 を把握 し,そ れらに基

づいて③ サ ービスの実施 の 目標 を設定 し,④サー ビスの提供体制の確保 を図 る,
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となってい る。 だが,こ れで はお よそ行政計画 に必要 な資源配分の最適化 と優

先順位の評価 の2点 が見事 に欠落 している といわなければな らない。 もちろん

これ ら2点 は,ま さに市町村住民 と行政の主体 的,政 治的判断 に よるべ きもの

だが,そ のための基本 的選択肢 を示 すのでなければ,国 が計画の標準 を設定す

る意義 はないに均 しい。

実際,市 町村 にはこれ まであ まりにも多 くの基本構 想や計画が義務づ けられ

て きたか ら,社 会福祉行政 を計画化 していない市町村の方が む しろ希で あると

い って よい。 また,多 くの町村が,法 律上の義務づ けのない まま,実 態 として

施設措 置事務 の実 質部分 を担 い,そ のため,あ る場合 には周辺市 町村 と協 同で

一部事務組合 を作 り
,あ る場合 には周辺市町村 との 自主 的な話 し合 いを通 じて

民営 入所施設 の設 置助成 に参画 して きた例 は余 りに も多い。

そ もそ も行政計画 は,市 町村全体の行政需要 をその財源 と対照 させ るなかで,

優先順位 を判 断 しなが ら総合的,全 体的 に決めてい くので なければ,お よそ計

画 としての意義 に欠 ける。 その点 は,老 人福祉法の老 人福祉計画義務づ け規定

自体が,「 市町村 は,地 方 自治法第2条 第5項 の基本構想 に即 して,こ の法律

に基づ く福祉 の措置 の実施 に関する計画 を定め る もの とす る。(老 人福祉 法第

20条 の8)」 と しているこ とか らも明かであ る。その意味では,老 人保健福祉

計画の義務化 は,大 多数の市町村 に とっては,新 たなセ クシ ョナ リズム計画 の

作成 を義務づ け,国,都 道府県,市 町村 間の縦割 り行政 をいっそ う強化す る以

外 のなに もので もない。

この老人福 祉計画義務化の背景 には,1989年12月 に,消 費税の導 入 を契機iに

同年夏の参議 院選挙 に破れた 自由民主党が,1990年 春の衆議i院選挙 を意識 して

消 費税 の使 い道 と して公表 したいわゆるゴール ド ・プラ ン,「高齢 者保健福祉

推進10力 年戦略」があ る。本来 な ら自由民主党 の政策綱領 として位置 づけ られ

るべ きものが,わ が国特有の政官癒 着構造の故 に,い つの まにか政府 の行政計

画 として取 り込 まれ,そ れを頂点 とした都道府 県,市 町村計画が求め られてい

るとい うことが ある。

老 人保健福祉計画 に関わる最大の問題点 は,そ れが供給制約 の手段化 する恐

れである。国,都 道府 県,市 町村 は老人保健療養 費や老 人福祉措置費 を予算制
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約で絞 ることは許 されないが,こ れ まで国が用 いて きた予算 コ ン トロール手段

は,む しろ供給 資源す なわち施設 とマ ンパ ワー を制約 す ることであ った。それ

は,1985年 に義務化 された都道府県医療計画 を通 じて国が病院病床 のチ ェ ック

を行 って いる例,あ るいは大学 の医師養成学部定 員削減 に よって医師供給 の

チ ェ ックを行 ってい る例が端的 に示 してい る。それ らは,供 給が需要 を生みだ

しやす い医療分野 において,医 療保 険の自由診療契約 と第3者 払い方式 のなか

で確実 な医療費抑制手段 を持 たない国に残 された有力 な供給制約手段 である。

これ まで国が法的規制 と社会福祉 施設整備 費予算 を通 じてた とえば特別養護

老人ホームの供給 を制約 し続 けて きた ことが,今 日の老 人ホームの絶対 的不足

をもた ら してい る事実 を直視す れば,老 人保健福祉計画が医療計画 と同 じ性格

を帯 びない とい う保 障はない。そ もそ も計画が供給 を促 進す る保障 はないこ と

は,社 会主義経済の失敗が如実 に示 している。

(5)改 革 の経緯]v:在 宅サ ービスの法定化 と民 間サ ー ビス

1990年 改正法 は,同 時 に,国 の市町村 に対 する不信 と自らの権 限欲 を露 に し,

在宅サ ー ビスについて社会福祉協議会等厚生省系列民 間団体へ の委託 を推進 し

ようとした。それには,第1に,サ ー ビス を社会福祉 事業法 に法定 して公の支

配下 に置 くこと,第2に,そ れ を基礎 に,各 福祉法 に在宅サー ビスに関わる市

町村 の措 置権 を規定す ること,そ して第3に,各 福祉法 にその措置 を民 間委託

で きる旨の規定 をお くことが必要 である。

改正法 は,上 述の通 り,こ れ まで市町村 の固有事務 と して着 々 と整備 されて

きていたホームヘ ルプ事業 を改めて団体事務化す るとともに,前 回改正で既 に

団体事務化 されたサ ービス を含 むほとん どの在宅サ ービスを第2種 社会福祉事

業 と して新た に社会福祉事業法 に法定 し,そ れを基 に,各 福祉法 に市町村の措

置 とそのためのサ ー ビス民 間委託 を法定化 した。

だが,こ の法定化 は,半 面で これ まで弾 力的に行われて きていた在宅サ ー ビ

スを法定 カテ ゴ リー化 す るこ とで,か えってサ ー ビス を硬直化 させ,「 対 象者

の福祉 ニ ーズに合わせ て適 切 なサ ー ビス を提供す る」姿勢 か ら,逆 に,「 カテ

ゴ リー化 された法定サ ー ビスに対 象者 を合 わせ ようとす る」傾 向 を導 く恐れが

ある といわなければな らない。
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法定化 は,民 間社会福祉事業で はないいわゆ る民 間サー ビスに も及 び,老 人

福祉法 は有料老人 ホーム も事前届 出 と調査 に従 うこととしたほか、民法上の公

益法人であ りなが ら厚生省へ の協 力義務 とその検査 に従 う有料老人ホーム協 会

を設 け,協 会加入 を推奨 している。社会福祉事業法 においては,第1種 社会福

祉事業施設 は認可 を要 し検査 に従 うが,施 設 を要 しない第1種 社会福祉事業 お

よび第2種 社会福祉事業 は事業 開始1カ,月 以内の届 出で足 り,検 査 を受 けるに

とどまる。したが って,民 間社会福祉事業 と民 間サ ー ビスの差異 は,も はや 「検

査」 を受 けるか 「調査」 を受 けるかの形式的違いで しか ない。

在宅サ 憎 ビスの法定化 に よって,そ れ以前 な らば民 間サ ービスに過 ぎなか っ

た もの も,法 律上,措 置委託 の有無 にかかわ らずすべ て民間社会福祉事業 とみ

なされるはずである。 に もかかわ らず平成3年 版厚生 白書 は,民 間社会福祉事

業 と民 間サ ービス を,ほ ぼ従前通 り措置委託対象か否 かの区分で用いているよ

うに読 み取れ る。 だが,そ の区分は,も はや措置委託 の有無 か ら届済 「法定」

社 会福祉事 業対未届 「法定」社会福祉事業 に転換 したはずであ る。すなわち,

有料老 人ホームの ように法文上明確 に社 会福祉施設 でない とされない限 り,す

べて の民 間在宅サ ービスが法定第2種 社 会福 祉事業 としての意義 を持 って い

る。届 出 を怠 った として も,認 可 と異 な って,行 為の有効性 を制約 され ないか

らであ る。

(6)老 人保健法成立 と改正1(1980年 代):国 民健康保 険の財政問題

わが 国の社 会保険 は,所 得保障 と医療保障 を通 じて,職 域保 険 と地域保険 と

か ら組 み立て られてお り,農 林漁業,商 工業 の 自営業者等所得 の把握の困難 な

人 々,そ して退職者等の相対 的に所得 の低 い層 の人々が もっぱら後者 に含 まれ

る仕組 みになってい る。医療保険の場合,職 域 に健康保 険,地 域に国民健康保

険 が設定 されてお り,後 者 は約3,200の 市 町村 を保険者 と して成立 してい る。

したが って,財 政基盤 の乏 しい市町村 の場合,同 時 に国民健康保険税 ない し保

険料収入額 も低 くな りがちであ り,国 民健康保険特別会計の赤字問題 に苦 しむ

こ とに な りや す い。1961年 国民皆 保 除 が成 立 した当時 と比 較 して,そ の後,著

しい産業構 造,就 業構造 の変化が生 じ,就 労者 に占め る雇用者の比率が顕著 に

増大 したこ とも,地 域保 険であ る国民健康保険 の財政基盤iを弱め るものであ っ
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た。

もともと国民健康保険財政赤字の最大要 因 として,職 域保 険 よ りも地域保 険

に高齢者比率が高 く,高 齢者一人あた り医療費 は若者 のお よそ5倍 に達す る と

い うことが あった。若 い問職域保 険の健康保険 に加入 していたサ ラリーマ ンが,

定年退職 す る と職域保 険 を離 れて地域 保険の国民健康保 険 に新 規加入す るか

ら,国 民健康保険の高齢者比率 はいわば構造的要 因に よって高 くなる。加えて,

1973年 か ら全 国的に,医 療保険 自己負担分 を老人福祉法か ら公費負担 し,老 人

医療費無料化 を押 し進 めて きたこ とが,当 然 のことなが ら高齢者 の医療への ア

クセシ ビリテ ィを高 め,老 人医療費 をいっそ う増大 させ,国 民健康保険の赤字

体質 をい よいよ深め ることにな った。

この国民健康保険あ るいは医療保険その ものの構 造的危機状 況 に一つの解 決

をもた らそ うとしたのが」1982年 の老 人保健 法であ る。 それは,第1に,70歳

以上 の高齢者(寝 た き り老人 は65歳 以上)の 医療費保 障 を健康保 険および国民

健康保険か ら一応分離 し,将 来 に向 けて,各 種 医療保険が高齢者 医療費 を平等

にシェ ァす るよ う,被保険者 に占める高齢者比率 を次第 に人為 的に平均化 させ,

それ まで主 として国民健康保 険にかか っていた高齢者医療費 を,勤 労者世代 の

若者 を中心 とした健康保険,共 済組合等か ら所得分配的に分担す る仕組 みを作

り上げた。 いわば若者が高齢者 の医療費 を世代 間で分担す るメカニズム を構築

したこ とになる。 このメカニズムは1984年 健康保険法改正 に よる退職者医療制

度 によって さらに70歳 未満の退職者 にまで拡充 され,70歳 未満の健康保険制度

OBの 医療費 について も被用者健康保険が共 同で分担す るこ ととな った。

第2に,そ れ まで老人福祉サ ー ビス として医療保 険の 自己負担分 を公費負担

していた分,原 則30%を,老 人保健制度のなかで引 き続 き公費負担す るが,高

齢者医療費抑 制 を意図 して,老 人医療費無料化 を撤廃 し,小 額なが ら定額負担

を導入 した。

第3に は,中 高年齢者へ の予防的地域保健医療 を目標 として,老 人医療給付

の市 町村長へ の機関委任 とは別 に,予 防 を含 む保健施策 を市 町村 に団体委任 し

た。

しか し,老 人医療費 は依然増大 を続 けているか ら,各 医療保 険 とも今 日では
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老 人保健拠 出金負担 の増大に悩 んでいる。そ こで政府 は,

①医療 費特 に老人医療費の抑制,'と

②財政基盤 の弱い国民健康保険 に対す るさまざまな助成 策の導入,を 図 ってい

る。

① に関わる最 も大 きな改正 は,1986年 健康保険法改 正に よる被用者本人給付

率の10割 か ら9割 へ の改訂であ る。初診料 とい う形 の定額負担か ら10%と い う

定率負担へ の転換 は,明 らか に医療費抑制 を狙 った ものである。 それ は,一 部

の関係者が主張 して きた将来の医療保障はユニバ ーサ ルにすべ て医療保 険10割

給付で賄われ るとい う考 え方 を否定す るものであ った。次 に,老 人医療 費に ター

ゲ ッ トを絞 った改正が続 いた。とくに1986年 の老人保健法改正 による中間施設,

老人保健施設 の導入,平 行 して進め られた老人病 院制度の創設 な どが,医 療 の

内側 ない し医療 と福祉 の接 点 に介護 とい う区分 を作 り,老 人 医療 費 の削減 を

図 った。老人 の入院時 医学管理料 について,3カ 月 を 目途 に著 しい逓減措 置 を

取 ったの も同 じ趣 旨か らである。

②の国民健康保 険 に対す る助成策 は,老 人保険制度 にお ける加入者案分率引

き上げ による老人医療費負担の軽減 に始 まって,1988年 国民健康保 険法改正 に

よる高医療費市町村安定化対策 の創設,1990年 同法改正 による保険基盤安定制

度 を通 じた保険料軽 減分 に対す る公費補填策 などが,次 々と制度化 されて きた。

今 日で は,国 民健康保 険 に対 す る助成 は実 に医療 給付 費の50%お よび保 険料

(税)軽 減分 の同 じく50%に 及んでい る。 それ は政府管掌健康保険 に対す る国

庫負担が医療給付費の16.4%に とどまっているこ とと対比 され るものであ り,

国民健康保 険は もはや保険料 を主財源 とすべ き医療保 険 として ぎ りぎ りの とこ

ろまで財政 的行 き詰 まりに逢着 しているといわなければな らない。

このこと と関わ って,1980年 代 を通 じて生活保護が厚生省の厳 しい行政指導

によってい ち じる しく引 き締め られて きた ことも見逃せ ない事実 である。生活

保 護の医療扶助 は,低 所得者 に とって最後 の医療確保策 であったが,そ の運用

が引 き締め られた分 だけ,相 対 的に医療扶助が縮小 し,国 民健康保険の収入 と

支出の財政 バ ランスをさらにい っそ う悪化 させて きた とい うこ とが ある。

国民健康保険 の医療給付費の50%を 超 えてさ らに国庫負担率 をア ップす るこ
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とは社 会保 険 としての性格 を損 なうことにな るか ら,逆 に,国 民健康保険か ら

の老人保健拠 出金負担 の軽減 を図って,老 人保健制度 の原則30%の 老人医療費

公費負担 に加 えて,さ まざまな公費負担率 ア ップ策が模索 されて きた。次項 に

述べ る1992年 度か らの 「介護」相当分 に対す る公費負担率 の30%か ら50%へ の

引 き上 げは,そ の方向 に沿 った国民健康保険救済策で ある。

(7)老 人保 険法改正II:訪 問看護

欧米 の老 人保健福 祉 の重要 な柱 と して訪 問看護iがあ るこ とは周知 の通 りだ

が,わ が国で はそれが は るか に遅れ を取 っていた。 しか し,欧 米 の コ ミュニ

テ ィ ・ケ ァ推進に広 くみ られる老人福祉 と保険医療 の連携,協 同の問題が わが

国で もいわれるようになって,よ うや く老人保健制度 に 「老人訪 問看護制度」

がつ け加 えられた。

1991年 の老人保健法改正 は,上 述の①老人医療費抑 制策 と② 国民健康保 険に

対す る助成 策の両面 を備 えている。 まず,老 人訪問看護制度 の創設 は,そ れ ま

で もっぱら老人福祉 に依存 して きたコ ミュニテ ィ ・ケ ァに,老 人保健サ ー ビス

の公式参加 を明 らか に した ものであるが,角 度 を変 えてみれ ば,そ れは重要 な

老人医療費抑制策 といえる。制度 的には,新 たに地域 に設置 される老 人訪問看

護 ステーシ ョンか ら,看 護婦等がかか りつ けの医師の診断 に基 づ き,在 宅 の寝

た きりまたはそれに準ず る状態 にあ る老人等 を訪問 し,必 要 な看護サー ビスを

行 うもの とされ る。その費用 は老 人保健制度 か ら支払 われるが,新 たに 「介護」

の要素 に着 目し,通 常の老 人医療 費 とは区別 して,老 人保健施設療養費,老 人

病院の入 院医療 費等 と併せ て,老 人保健制度 か らの公 費負担割合 をと くに30%

か ら50%に 引 き上 げ る措置が取 られた。 これは,既 に国民健康保険医療給付費

の実 に50%を 助成 している国が,む しろ老人保健拠 出金の増大 を抑制す ること

で国民健康保険財政 を援助 しようとした施策である。

2.改 革の評価

一言でいえば
,1980年 代の改革 は形式 的な地方分権 化の半面で実質的 にはま

さにその逆 の中央集権化 を図 った 「改革意欲 な き改革」であ った。

(1)中 央集権 の強化:地 方財源 の動員 と形式的責任 の転嫁
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社会福祉 行政 は,第2次 世界大戦後長い間,① 権 限 につ いて機 関委任,② 財

政 において縦割 り補助金,そ して③行政組織 について必 置規制 とい う,強 い中

央集権体制の下に置かれて きた。今 回の一連 の改革 は,こ の3点 セ ッ トの うち

財政の縦割 り補助金 と組織 の必置規制 はその ままに してただ形式 的に機 関委任

事務 を団体事務化,市 町村一一元化 しただけの もの に終 わった。 しか も,団 体事

務化 を背景 に,国 庫補助金 の負担率 はお しなべて8/10か ら5/10に 引 き下げ

られたか ら,中 央政府 は紐付 きで地方公共 団体財源の動員 に成功 したことにな

る。

それで も,社 会福祉行政の責任 はた しかに国か ら地方公共団体へ移 されたの

であるか ら,今 後,社 会福祉行政 に関わ る批判 はすべて地方公共団体 と くに市

町村 に向け られる恐 れが あ り,と りわけ国 自らが縦割 りに地方公共 団体批判 を

強める可能性が強い,そ の絶好 の材料 とされ るであろ うものが,ま さに国が新

たに都道府県,市 町村 に義務化 した老人保健福祉計画である。

(2)区 分 と分類の累積:老 人保健 制度の矛盾

老人保健法 は,成 立 当初か ら,若 者が高齢者 の医療費 を分担す る とい う老人

保健,老 人福祉 の視 点の半面 で,時 にそれ と相 反す る医療費抑制の 目標 を与 え

られていた。老人福祉法 による老 人医療費無料化 か ら一転 して低額 なが ら定額

負担 を導入 したこ とに,そ れ は端 的に現 れていた。老 人保健 制度が原則70%ま

で各種医療保 険の費用負担 に よる以上,た えず医療費抑制の側面が表面化す る

ことは,当 然 といえば当然 のこ とか もしれない。

しか し,老 人保健法の問題点 は,そ れが医療面か らの医療費抑制手段 に窮 し

て,次 々 と新 しいサ ービス区分 を作 り出 している ことにある。①老人病院,②

老人保健施設,③ 訪問看護 な どの区分 にさ らに包括的 な④介護iとい う区分が創

設 された。①老 人病院 は看護婦 の配置基準 の緩和や入院時医学管理料 の逓減制

な どで入院医療 費の軽減 を図 り,② 老人保健施設 は,看 護婦 の配置基準 を引 き

下げた上,ホ テ ルない し旅館相 当分 を患者家族 の 自己負担 として,医 療費抑制

を図 ってい る。③ 訪 問看 護 は,よ うや く保健 医療面 か らも本格 的 に コ ミュニ

テ ィ ・ケ ァを志向する姿勢 を鮮 明に した点で評価 されるが,そ こに入院の予 防,

抑制の意義が込め られてい ることも事実であ ろう。 また,新 たに④ 「介護」 と
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い う区分 を設 け,老 人福 祉 との アナ ロジ ーで,公 費負 担 割 合 が30%か ら50%に

引 き上 げ られ た 。

この よ うに,老 人 医療 で は な く老 人 「保 健 」 に な り,そ こ に また新 た に 「介

護」 とい う概 念 が つ け加 え られ た の は,第1に,医 療 費 抑 制,第2に,国 民健

康保 険財 政支 援,を 正 当化 す るため の もので あ る。老 人保 健 が40歳 か らの予 防,

健康 面へ の積 極 的対 応 を制 度化 した点 や,最 近 の寝 た き り老 人ゼ ロ作 戦 な どへ

の 貢献 を軽視 す る もの で は ないが,そ れ が老 人 医療 とは 区別 された老 人保健 と

い う区分 で行 わ れ る こ とに,あ る不 自然 さを感ぜ ざ る を得 ない。

「介 護 」 は,老 人 福祉 の特 別養 護 老 人 ホ ー ムや居 宅 生 活 支援 事 業 と して行 わ

れ れ ば措 置委 託 費 の対 象 に な るが,そ れ が老 人保 健 施 設 で 行 わ れれ ば,老 人保

健 制度 か ら療 養 費 の 名 目で 老 人保 健 医療 費 が 支払 わ れ る。 また,1991年 の医療

法改 正 で は,一 般 病 院 が まず特 定機 能病 院 と一般 病 院 に分化 され,一 般 病院 が

さらに療養 型 病床 群 と一 般 病床 に分類 され た。

この よ うな分類 の上 に分 類 を重 ね るや り方 は,利 用 者 にサ ー ビス を合 わせ る

ので は な く,利 用 者 をサ ー ビス分類 に合 わせ る傾 向 に陥 りやす い こ とは先 に も

指 摘 した通 りで あ る。 しか も,長 期 入 所 型 の施 設 は,ど の よ うに分 類 して みて

も結 局 は入 所者 が ほ とん ど類 似 して くる こ とは,欧 米 の先 例 が 示 して い る。 わ

が 国 の老 人 向 け施 設 種 別,一 般病 院,老 人病 院,老 人 保健 施 設,特 別 養護 老 人

ホ ー ム,養 護 老 人 ホ ー ム,軽 費 老 人 ホ ー ム(A,B,お よび ケ ァハ ウ ス),有

料老 人 ホ ーム は,た とえ ば ア メ リカ にお け る病 院,ナ ー シ ングホ ーム(SKilled

NursingHome),中 間施 設(lntermediateCareFacility),老 人 向 け シ ェ ル ター

住 宅,あ るい は イ ギ リス に お け る病 院,ナ ー シ ングホ ー ム,老 人 ホ ーム,シ ェ

ル ター住 宅 とい っ た区分 と対 比 して,あ ま りに も分 類 し過 ぎて い る とい うべ き

で あ る。

(3)旧 態 己然 の民 間サ ー ビス 区分

社 会福 祉 事 業法 が在 宅福 祉 サ ー ビス を第2種 社 会福 祉 事 業 と して法 定化 した

か ら,こ れ まで社 会 福 祉 事業 で は な く民 間サ ー ビス に とど ま って い たサ ー ビス

も,老 人 福祉 法 に社 会福祉 施 設 で ない と明記 れ た ま ま残 され た有料 老 人 ホ ーム

を除 き民 間社 会福祉 事 業 に転 換 した はず で あ る。 厚生 省 は,依 然 と して,措 置
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の有無 によって社 会福祉事業 と民 間サ ービスを区別す る姿勢 を続 けているが,

そ れは もはや届 済法定社会福祉事業対 未届法定社 会福祉事業 の差 異で しかな

いo

有料老人ホームは私立,私 営 のシルバ ーサー ビスの代表格であ ったが,注 目

すべ きことに,最 近,郵 政省 の簡易保 険や住 宅都市整備公 団,住 宅供給公社 さ

らには地方公共団体 で有料老 人ホームを自らない し委託経営 しようとす る とこ

ろが現 れてお り,も はや民間サ ー ビスは,公 営 か私営かの区分で は律 しきれな

くなっている。 それ は1992年4月 厚生省老人保健福祉 部が打 ち出 したモデル事

業,特 別養護i老人 ホームへの契約入所制 に も現 れている。

こうした公共団体 の民 間サー ビスへ の参入 は,私 立私営 のシルバーサ ービス

経営 を圧迫す る恐 れがある とい うべ きであ り,む しろ積極 的に有料老 人ホーム

を含 む民間サ ー ビスを少 な くとも社 会福祉施設へ の契約入所方式 に組み込 んで

い く必要がある。それには,初 めに経営形態か ら施設 カテ ゴリーを分類す るの

で はな く,サ ー ビス内容 によって施設,サ ー ビスを分類 してい く方式 に転換 し

なければな らない。

3.問 題点 と課題

(1)実 態 にお ける多元化,多 層化 と制度の乖離

今 回の改正 は,半 面で,こ れ まで都道府県 と市が福祉事務所 において福祉六

法 を統一的,一 元的 に行政 して きたいわゆる福祉事務所 六法体制 を解体す るも

のである。それに よって,今 後,都 道府県福祉事務所 は福祉4法,市 の福祉事

務所は福祉6法,町 村 は主 として福祉2法 をそれぞれ担当するこ ととなる。福

祉 事務所体制か らいえば,従 来,総 合的,一 元的 に行 われて きた福祉 六法が,

都道府県,市,お よび町村 に よってば らば らに担当 されることとな り,一 元化

とい うよ りむ しろ多元化 とい うべ きである。

に もかかわ らず,国 は,都 道府県 と くにその福祉事務所 に,連 絡調整の名の

下に,市 町村 を専門的,技 術 的に行 政指導す る位置づ けを与 えようとしている

(老人福祉法第6条 の3)。 それは,こ れ まで国 と都道府 県,市 の福祉事務所

との二層の関係であ った もの をかえって国,都 道府県 ・幅祉事務所 お よび保健
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所 な らびに市 町村 に三層 化 す る もの で,従 来 の二層 と比 較 して い っそ うの多元

化 とい わ な け れば な らない。

多 元化,多 層化 は民 間社 会福祉 事 業 と民 間サ ー ビス の 間 に も見 られ るが,ボ

ラ ンテ ィ ァと有償 ボ ラ ンテ ィ ァの関係 とと もに,そ こ には顕 著 な二 層 化 の半 面

で,限 りない近 接,連 続化 が見 い だ され る。

こ う した多元 化,多 様 化 の なかで,国 が い う市 町村 一 元化 は,な お措 置委 託

に こだ わ った場 合 の一 元化 に と どま るが,そ うだ とす れ ば,今 回 の改革 に い っ

た い どれ だ けの意 義 が あ る とい うべ きなので あ ろ うか?

(2)ア カウ ン タビ リテ ィの 問題

今 回 の改革 に お いて は,老 人保 健 医療 と老 人福 祉 の縦 割体 制 が か え って維 持

強化 され た とい わ な けれ ば な らない。 老 人福 祉 法 第10条 の2に は老 人福祉 と老

人 保健 との連携 と調 整 が 唱 われ,第20条 の8「 市 町村 老 人福 祉 計 画 」 お よび第

20条 の9「 都 道府 県 福祉 計 画 」 で は,老 人福 祉 計 画 を老 人保 健 計 画 と一体 の も

の と して作 成 され な けれ ばな らない と して い る。 しか し,そ れ ほ ど まで一 体性

を説 くの で あれ ば,な ぜ は じめ か ら老 人福 祉 と老 人保健 の一 本 化 を図 らなか っ

た の で あろ うか?

も と も と保 健 医 療 と福 祉 の 協 同 は,イ ギ リス や ス カ ン ジ ナ ビ ァで はin-

tergeovernmentalす な わ ち異 な っ た レベ ル の 政 府 間 の 連 携 ・協 同 問 題 で あ る

が,中 央 集 権 と縦割 の強 い 日本 で は単 な るintragovermental,す なわ ち 同一政

府 内の 内部調 整 問題 に とど まる とい う基 本 的 な差 異 が あ る。 に もかか わ らず政

府 は,欧 米 流 に～ チ ー ム,～ セ ン ター,～ ス テ ー シ ョ ン等 やそ の民 間委 託 制度

を乱 造 し,む しろ不 必 要 に組 織 の複 雑 化 を押 し進 めて きた。 そ の結 果 もた らさ

れ るの は,ア カ ウ ンタ ビ リテ ィの不 明確 化 で あ る とい わ な けれ ば な らない。

(3)一 元 化 され なか った もの

市 町村 一元 化 とい い なが ら,実 は一 元化 され なか った ものが あ る こ とを強調

しなけれ ば な らない 。 そ れ は被 保 護 老 人 で あ る。被 保 護 老 人 は まず 国民健 康 保

険 か ら排 除 され るが,国 民健 康 保 険 か らの排 除 は,同 時 に,老 人保 健 制 度 か ら

の排 除 を意 味 す る。

老 人福祉 が 絶 えず 老 人保 健 と協 同 すべ き もの とす れ ば,そ こか らは被 保 護老
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人 は抜 け落 ちることになる。訪問看護が老人保健 に よって提供 され る もの とす

れば,被 保護老人 はその対象外 となる。医療扶助 で入院 していた老人が中間施

設,老 人保健施設 を利用す ることも,老 人保健制度で は許 され ない。現実 には,

そ うした場合,被 保護老 人は,社 会福祉法人立の老 人保健施設 に医療扶助で入

所 し,自 己負担金 を生活扶助の範囲 内に減免 される とい う扱 いを受 けている。

しか し,そ う した扱 い は町村 に一元化 された老人保健福祉 の領域 を超 えてい る

といわなければな らない。

それは,わ が国 にお ける社会保障 と社会福祉 の整合性 の欠如 を端 的に物語 る

ものである。

(4)課 題

以上 に見た とお り,こ れまでの改革 が本当 に市 町村 自治体 を地域福祉 の担 い

手 として期待 した改革 であるか大 いに疑 問 といわなけれ ばな らない。 そこで,

以下に住民 に身近 な自治体 を地域福祉 の真 の担 い手 とす るための諸条件 を検討

したい。

①専 門性か ら地域性へ

市町村…元化 の背景 には,都 道府県お よび市の福祉事務所体制 とい う社会福

祉 の専 門性重視 の視点か ら,む しろ住民 に身近 な市 町村体制 とい う地域性 を尊

重す る視点への転換があ ったはずで ある。そのことは,先 に見た第2臨 調の方

向性 に明確 に示唆 されている。

繰 り返 しになるが,そ こでは 「地域住民の 日常生活 に直接関係す る行政 な ど

主 として地域的な利害 や実情 を踏 まえて意思決定す ることが適当な事務 は,地

方公共団体 の事務 とすべ きである。」「相互 に密接 に関連す る地域性 の高い行政

事務 については,地 方行政の総合性 を確保す る観点か ら,極 力,地 方公共団体

において処理す るこ ととすべ きである。」 と述べ られていた。

地域 的な実情 を踏 まえて意思決定す る,相 互 に密接 に関連す る地域性 の高い

行政事務 について地方行政の総合性 を確保す る,な どとい うことは,ま さに狭

い縦割 りの専門性,す なわち市 町村職員がサ ー ビス実践で きない ような専 門性

よ りも,広 く,密 撞 した地 域性,日 常性 にお いて サ ー ビス を展 開す る こ との重

要 性 を認 め た もの とい うべ きで あ る。 そ して,今 回 の改 正 の この地 域性,日 常
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性 の選 択 は,い くら強 調 して も し過 ぎる こ とはな いで あ ろ う。

そ れ は,今 回の老 人福 祉 法 等8法 の改 正 をめ ぐる一部 の論 調 が,少 なか らぬ

町 村 職 員 の 問 に,老 人福 祉 は な にか専 門的 な もので,町 村 職 員 の能 力 を超 えた

もので あ るか の よ うな誤 解 と錯 覚 を生 み 出 して い るか らで あ る。そ れ ら職 員 も,

地域 へ の密接 性,住 民 との接触 の 日常 性 にお い て誰 に もひ け を取 らない こ とに

自信 と熱 意 を持 って貰 うので なけ れ ば,老 人保健 福 祉 の市 町村 一 元化 の成 果 は

得 られ ない に違 い ない。 そ して 国が い うよ うに,今 後,誰 で も,い つ で も,ど

こで も,気 軽 に,安 心 して サ ー ビス を受 け られ る姿 を想 定 す るの で あ れ ば,そ

れ は資 源 配分 の優 先順 位 を問 う専 門 的 ソー シ ャル ワー クの将外 で あ り,ま さに

地 域 性,密 着性,日 常 性 の範 囲で 十分 とい うべ きで あ る。

マ ンパ ワー問題 も,ま さに地 域性 ,日 常 性選 択 の意義 に即 して考 え られ るべ

きで あ って,都 道 府 県,市 の福祉 事 務 所 体 制 の延 長 上 に考 え られ るべ き もので

は な い。欧 米 で コ ミュニ テ ィ ・ケ ァが い われ てか ら,老 人福 祉 の専 門職 化 が声

高 に説 か れた こ とは な く,む しろ イギ リスの1971年 シーボ ム改 革 は明 らか にゼ

ネ ラ リゼ ー シ ョンの選 択 で あ った。 それ は コ ミュニ テ ィ ・ケ ァに必要 なの はむ

しろ専 門知識 の社 会化(socialisation)で あ る とい う認 識 が 高 ま ったか らであ る。

② 市 町村 一元 化 の実 質 化

今 回 の市 町村 一 元化 は,た だ形 式 的 に責任 を市 町村 に下 ろ した だけ に終 わ り,

縦 割補 助 金 も,機 関 委任 事 務体 制 の指 揮命 令 系 統 を明確 化 す るた め に こそ存 在

理 由 のあ った福祉 事 務 所 の必 置規 制 も,い ず れ も温 存 され た。

3点 セ ッ ト(団 体 事 務 化,財 源 委A包 括 交付 金 化 ,必 置 規 制廃 止)を 実現

す るの で な け れば,真 の 意味 で市 町村 自治体 に老 人福 祉 を一 元化 した こ とに は

な らない とい うべ きで あ ろ う。 さ らにい え ば,市 町村 の ア カ ウ ンタ ビ リテ ィを

確 立 す る に は,権 限 の 明確 な配 分(Allocation)と 財 源 の譲 与(RevenueSharing)

が不 可 欠 の要 件 であ る。 それ に は,ス エ ーデ ンの1982年 ソ0シ ャルサ ー ビス法

が い わ ゆ る フ レーム法 で あ る よ うに,わ が 国 の福 祉 五 法 も地 方 自治体 の権 限規

定 のみ に止 め,財 源 問 題 はす べ て地 方 交付 税 交付 金 に転換 す れ ば,は じめ て配

分 と分与 のあ り方 に近 づ くこ とが で き よ う。真 の市 町村 一 元化 は,国,都 道府

県 の二 重 の関与 か ら も自由で な けれ ば な らない。
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市町村 は,た とえば保育行政が機 関委任事務であ った間に もどれほ ど大 きな

地域差が生 じてい たか を確認 し(第1表 参照),県 内市 町村 の横並 びな ど意 識

せず,地 域 に密着 して行政 を行 うことが期待 され る。

今 日の高齢者問題 そ してその重要 な側面であるマ ンパ ワー問題が一面で東京

一極集 中の産物であ るとすれば
,国 は個別福祉サ ー ビス とい うミクロの中央統

制 を離れて,む しろ これ まで一極集中 を容認 して きたマ クロの 中央無責任体制

を脱却 し,積 極 的な地方分権政策 を実行すべ きであ る。

③ ゆがんだ公私 関係 の改革

わが国 の公私関係 にはい くつかの歪みが生 じている。第1に,社 会福祉事業

が社会福祉事業法 に制 限列挙 され,そ こに含 まれない もの はすべて社会福祉事

業 とはみ なされない。近年の厚生 白書 が 「民 間サ ー ビス」 と表現 している もの

が まさに社会福祉事業 とは認 め られないサ ービスを指す ものの ようであ る。 だ

が,今 回の老 人福祉 法等8法 改正にお ける社会福祉事業法改正 で,在 宅福祉サ ー

ビスは一斉 に法定 され,現 行 のほとん どの個別福祉 サー ビスが社 会福祉事業化

されたはずであ り,な お強いて区分す る とす れば,老 人福祉 法が社会福祉事業

法 を超 えて事前届 出を要求 してい るか ら,届 出の有無 に よって区分す ることが

で きるか もしれない。 しか し,届 出の有無 は行為 の有効性 を左右す る もので は

ない。

イギ リスに法定,非 法定の区分があ り,わが国の公私社会福祉事業 と民間サ ー

ビスの区分 はほぼそれ に相 当 していたが,例 外 と して老 人福祉 法 が有料老 人

ホーム を法定 しなが らそれ を老人福祉施設 でないと しているこ とが あ り,普 遍

性 に欠ける。 また,公 的措置 による場合 と措置 によらない場合 とい う区分が用

い られるこ とがあるが,1992年4月 に厚生省が打 ちだ した老人福祉施設モデル

事業 に特別養護老人ホ ームにお ける 「契約入所」が認 め られた ことを考 え合 わ

せ ると,そ う した区分 ももはや妥 当性 を欠いてい る。

第2に,公 私社会福祉事業 と民 間サ ービスの関係,す なわちイギ リス流 にい

えばパ ブ リックとヴ ォランタリーおよびプラ イベー トの関係,ア メ リカ流 にい

えばパ ブ リックとノ ンプロフ ィッ ト,フ ォアプロフィ ッ トの関係が,両 国 とは

異 なって まことに硬直的 だ とい うこ とが ある。そ こで は民 間サ ー ビスには一切
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の公費が支払 われ ない。 したが って,初 め民 間サ ー ビスに 自費で入所 していて

も,次 第 に資産 を使 い果 た した場合,同 じ施設 で引 き続 き公費負担で居住 を継

続す ることは まった く不可能である。 同 じことは,程 度 の差 はあれ,在 宅サ ー

ビスについて も当て はまる。費用負担 に行 き詰 まった場合,供 給主体 を公私社

会福祉事業 に転換 しなければサ ー ビスが継続 されない。

こう した硬直性 は,欧 米の ようにソーシ ャルマーケ ットとプライベ ー トマ ー

ケ ットが流動 的で相互交流性 を備 えてい る場合 と異 なって,わ が国では両者が

まった く排他 的に組み立 て られているか らで ある。 それは社会福祉事業の需要

と供給 を,措 置権者が事実上独 占す るか らであ り,供 給主体 を多元化,多 様化

してあ る程度の競争 を導入 しようとす る欧米 の動向 とはか け離 れた もの とな っ

ている。

いわゆるゴール ドプラ ン,老 人保健福祉10ヶ 年戦 略で 「誰で も,い つで も,

どこで も,安 心 して,気 軽 に」 と個別福祉 サー ビスの普遍化 を唱いなが ら,他

方 で,民 間活用やボ タンタリーサ ービス,フ ィランソロピィの高揚 を説 くこと

は矛盾 とい うべ きである。二つの主張が矛盾な く両立す るには,国 は社会福祉

事業 と民間サ ー ビスの区分 を欧米 に習 って弾 力化,流 動化すべ きであ る。

④老 人福祉 の老人保健への一元化

以上の課題解 決 を実現す る最短の近道 は,老 人福祉 サー ビスの大部分 を老 人

保健 に統合 し,本 来普遍的な医療保 険か らの給付 に転換 す るこ とであ る。その

際,前 述の問題 を解 決す るために も,高 齢者に対す る生活保護 も統合す るこ と

が望 ましい。国民健康保険 に対す る一つ の援助策 は,被 保護者 を医療保険,老

人保健か ら排除す るのではな く,生 活保護か ら医療保険料 を支払 う方式 を導入

す ることである。

もともと老人福祉 とい う概念 自体が老 人福祉法 を持 たない欧米 にあ まりな じ

みのない概念で あ り,ほ とん どの国で む しろ保健 医療が主体 となってそれに個

別福 祉サ ー ビス と住 宅 が ミックス されて ソー シャルサー ビス と捉 え られてい

る。特別養護老人 ホームはナ ーシ ングホーム と訳 される場合が多いが,そ れは

欧米 では老人福祉 の主体が む しろ保健 医療 の範疇 に含めて考 え られているか ら

であ る。
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わが国で は保健 医療 は治療 の場であ り,老 人福祉 が生活 の場 を保 障す る もの

とみ る俗説があ るが,そ れは老人福祉 を強いて保健医療 か ら分類 するため にす

る議論であって,無 用の論理で ある。それ は,イ ギ リスや北欧の ように,保 健

医療 もソー シャルサー ビスに含 めて捉 える考 え方か らす れ ば 自明 の こ とで あ

る。問題 は,む しろ病院や施設 ケ ァその もの をどこまで,ど の ように予防 し,

コ ミュニテ ィ ・ケ ァを展 開す るか にある。

老人福祉 の老人保健へ の転換 は,第1に,措 置委託方式か ら契約方式への転

換 を意味す る。それは利用者本人や家族の 自由な選択 を意味す るか ら,そ こで

利用者が老 人保健施設 と特別養護老 人ホ ーム,訪 問看護 とホ ームヘ ルプな どを

それぞれの地域で どの ように選択す るか を見極 めて各 自治体が政策 を展 開すべ

きである。契約方式へ の転換 は,ま た,民 間社 会福祉事業 と民 間サ ービス とい

う無用 の区分 の撤廃 を意味す る。老 人保健 は医療保険 の延長上 にあるか ら,憲

法第89条 のい う 「公の支配」の形式,し たが って社会福祉事業法 の制約 か ら自

由である。

第2に,そ れは保健 医療 と福祉 の統合 とい うか け声倒れのス ローガ ンを無用

の もの とす る。そ して,保 健医療 と社会福祉 の間でマ ンパ ワー確保 を競 い合 う

とい う,非 生産的な課題 か らも開放 され る。筆者 は,マ ンパ ワー問題解決の最

前の方法 は,外 国人にで きるだけ短期間 に 日本語 を学習 して貰 うメ ソ ッドを確

立す ることだ と考 えてい る。 た とえば米語学習 にお ける ミシガ ン ・メ ソッ ドを

考 えれば,そ れ は決 して不可能で はないであろ う。

最後 に,老 人保健福祉計画 が,医 療計画の場合 の ように,供 給制約 の手段化

されることのない よう注 目したい。
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第1表 保育行政における地域格差(ト ップと最下位の差)
1990年

項 目 トップ県 百分比 2位 3位 4位 5位

最下位県 百分比 2位 3位 4位 5位

1.幼 保 の互換性(保 育児の

百分比)

高知県 78.5/ 石川 長野 新潟 福井

神奈川県 16.3 宮城 埼玉 大阪 福島

2.公 私 比率(公 の百分比) 長野県 83.3 宮城 川崎 富山 愛知

京都市 8.2 福岡 札幌 北九州 長崎

3.年 齢構成 ①4歳 以上 長野県 65.7 秋田 山形 愛知 新潟

沖縄県 31.4 香川 徳島 北九州 川崎

②0歳 児 北九州市 8.5 川崎 京都 福岡 広島

岐阜県 0.9 新潟 長野 高知 和歌山

4.所 得階層別第6階 層 まで

の累積

鹿児島県

平均

川崎市

・ ・,

56.3

31.2

沖縄

横浜

宮崎

東京

青森

富山

大分

神奈川

5.徴 収率(援 護 率) 愛知県 69.6 富山 川崎 長野 岐阜

沖縄県 18.5 鹿児島 青森 宮崎 長崎

資料:保 育年報


